
議
案
第
６
号

問
　
市
の
財
政
負
担
額
と

そ
の
負
担
分
に
交
付
税
措

置
は
さ
れ
る
の
か
。

答
　
令
和
３
年
度
の
場
合
、

均
等
割
の
半
額
３
１
２
万

円
が
軽
減
額
と
な
り
、
そ

の
４
分
の
１
の
約
78
万
円

が
市
の
負
担
分
。
現
時
点

で
交
付
税
措
置
の
対
象
と

な
る
か
は
不
明
で
す
。

問
　
７
割
、
５
割
、
２
割

の
軽
減
世
帯
の
方
の
適
用

後
の
率
と
そ
の
人
数
は
。

答
　
す
で
に
軽
減
措
置
を

さ
れ
て
い
る
２
割
軽
減
の

方
は
、
残
り
の
８
割
の
半

分
が
軽
減
と
な
る
の
で
、

最
終
的
に
６
割
の
軽
減
。

す
で
に
７
割
軽
減
の
方
は
、

残
り
の
３
割
の
半
分
が
軽

減
と
な
り
、
最
終
的
に
８

割
５
分
の
軽
減
と
な
り
ま
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す
。

　
未
就
学
児
２
４
１
人
の

う
ち
、
令
和
３
年
度
の
７

割
軽
減
は
58
名
、
５
割
軽

減
は
30
名
、
２
割
軽
減
は

38
名
で
す
。

全
員
賛
成
で
可
決

議
案
第
７
号

問
　
諮
問
に
応
じ
た
も
の

し
か
調
査
研
究
が
で
き
な

く
な
る
の
か
。

答
　
諮
問
中
心
か
も
し
れ

ま
せ
ん
が
、
社
会
教
育
に

関
す
る
諸
計
画
を
立
案
す

る
こ
と
が
定
義
さ
れ
て
い

る
の
で
諮
問
が
な
く
て
も

社
会
教
育
に
関
す
る
自
由

な
発
言
は
当
然
で
き
ま
す
。

問
　
審
議
会
委
員
は
だ
れ

が
決
定
す
る
の
か
。

答
　
選
任
は
、
市
長
が
教

育
委
員
会
と
協
議
し
て
委

嘱
す
る
の
で
最
終
決
定
は

市
長
で
す
。
地
域
で
社
会

教
育
に
優
れ
た
知
見
を
有

す
る
人
々
の
知
識
を
社
会

教
育
行
政
に
反
映
さ
せ
る

こ
と
が
趣
旨
で
す
の
で
、

教
育
委
員
会
は
候
補
者
を

選
定
す
る
中
で
生
涯
学
習

に
係
る
様
々
な
団
体
、
活

動
経
験
、
学
校
関
係
者
や

年
齢
階
層
、
地
域
、
性
別

な
ど
を
含
め
勘
案
し
て
い

ま
す
。

全
員
賛
成
で
可
決

議
案
第
８
号
　

問
　
市
民
グ
ラ
ウ
ン
ド
を

廃
止
す
る
こ
と
に
関
し
て
、

住
民
や
関
係
団
体
の
意
見

集
約
は
。

答
　
平
成
28
年
３
月
に
策

定
し
た
公
共
施
設
等
総
合

管
理
計
画
の
策
定
前
に
実

施
し
た
ア
ン
ケ
ー
ト
で
は
、

公
共
性
の
削
減
、
経
費
の

削
減
を
求
め
る
意
見
が
あ

り
ま
し
た
が
、
令
和
３
年

度
策
定
の
個
別
施
設
計
画

の
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト

で
は
意
見
は
あ
り
ま
せ
ん

で
し
た
。

　
ま
た
、
今
年
２
月
10
日

に
廃
止
に
伴
う
説
明
会
を

開
催
し
て
お
り
ま
す
。

　
本
来
１
か
月
前
か
ら
で

き
る
施
設
の
予
約
を
廃
止

の
提
案
を
し
て
い
る
た
め

待
っ
て
い
た
だ
い
て
い
ま

す
が
、
苦
情
は
あ
り
ま
せ

ん
。

　
１
つ
の
団
体
か
ら
意
見

が
あ
り
ま
し
た
が
、
丁
寧

に
説
明
し
ま
し
た
。

問
　
行
政
財
産
を
廃
止
す

る
理
由
は
、
跡
地
の
目
的

が
あ
り
廃
止
す
る
の
か
、

施
設
に
問
題
が
あ
る
か
ら

廃
止
す
る
の
か
。

答
　
ス
タ
ン
ド
が
使
え
な

い
、
野
球
場
の
フ
ェ
ン
ス

の
高
さ
が
足
り
な
い
な
ど
、

安
心
し
て
使
用
で
き
ず
、

利
用
を
提
供
す
る
に
は
十

分
で
な
い
施
設
に
な
っ
た

の
で
廃
止
し
ま
す
。

問
　
跡
地
利
用
が
決
ま
っ

て
い
て
、
市
の
た
め
に
な

る
の
か
。

答
　
廃
止
後
、
都
市
計
画

法
に
基
づ
く
手
続
き
を
進

め
て
工
業
用
地
と
し
て
の

利
活
用
を
図
り
、
そ
の
利

益
の
一
部
を
他
の
公
園
整

備
に
還
元
す
る
と
い
う
方

向
性
を
検
討
し
て
い
る
だ

け
で
、
ま
だ
何
も
決
ま
っ

て
い
な
い
で
す
。

反
対
討
論

　
雨
山
キ
ャ
ン
プ
場
の
使

用
時
間
の
改
正
も
必
要
で

は
な
い
か
。
ス
ポ
ー
ツ
参

画
人
口
を
拡
大
す
る
こ
と

が
ス
ポ
ー
ツ
基
本
法
で
う

た
わ
れ
て
い
ま
す
。
身
近

な
ス
ポ
ー
ツ
場
を
修
繕
し

て
気
軽
に
使
用
で
き
る
よ

う
に
す
べ
き
で
あ
り
廃
止

に
は
反
対
で
す
。

賛
成
多
数
で
可
決

議
案
第
９
号

問
　
開
放
の
理
由
と
使
用

料
は
。

答
　
今
ま
で
グ
ラ
ウ
ン
ド
、

体
育
館
を
貸
し
出
し
て
い

た
が
、
社
会
教
育
法
や
ス

ポ
ー
ツ
基
本
法
に
も
学
校

施
設
の
利
用
規
定
が
あ
り
、

そ
れ
に
基
づ
き
利
用
を
拡

大
し
、
岩
根
小
学
校
の
多

目
的
ホ
ー
ル
を
追
加
す
る

も
の
で
す
。
電
気
代
と
し

て
、
１
時
間
当
た
り
夜
間

照
明
等
の
料
金
に
基
づ
い

て
使
用
料
は
徴
収
し
ま
す
。

全
員
賛
成
で
可
決

議
案
第
10
号

問
　
石
部
診
療
所
の
診
療

業
務
と
石
部
診
療
所
内
の

地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー

で
ベ
ッ
ド
を
使
用
す
る
こ

と
は
で
き
な
い
か
。

答
　
病
床
を
廃
止
す
る
の

で
医
療
法
の
縛
り
で
す
べ

て
の
ベ
ッ
ド
を
持
て
ま
せ

ん
。
外
来
・
往
診
・
在
宅
医

療
業
務
に
専
念
す
る
の
で
、

入
院
業
務
を
廃
止
し
無
床

診
療
所
と
な
り
ま
す
。

反
対
討
論

　
市
民
の
命
と
健
康
を
守

る
た
め
、
石
部
診
療
所
の

入
院
再
開
は
市
民
の
願
い
。

コ
ロ
ナ
禍
、
身
近
な
頼
れ

る
診
療
所
と
し
て
病
床
の

存
続
を
求
め
反
対
し
ま
す
。

賛
成
多
数
で
可
決

議
案
第
33
号

問
　
地
域
の
方
の
協
力
が

必
要
な
地
域
福
祉
計
画
の

市
民
へ
の
周
知
は
。

答
　
計
画
に
関
わ
る
策
定

委
員
会
議
の
議
事
録
や
資

料
、
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン

ト
は
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に

掲
載
し
て
い
ま
す
。
計
画

の
概
要
版
を
使
い
周
知
し

ま
す
。

所
管
事
務
調
査

　
湖
南
市
第
四
次
地
域
福

祉
計
画
の
素
案
に
つ
い
て
、

保
育
行
政
に
つ
い
て
調

査
・
研
究
を
行
い
ま
し
た
。

湖南市議会だより11

湖
南
市
議
会
だ
よ
り

委
員
会
報
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